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栃 木 県 告 示 第 八 十 二 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令

和 元 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 令 和 二 年 二 月 二 十 一 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 　 　 正 　 　 後 改 　 　 正 　 　 前

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

　
略

県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

略

略

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

次 世 代

の 森 林

創 生 実

証 事 業

費 補 助

金

一 定 規

模 以 上

の 皆 伐

を 通 じ

た 森 林

資 源 の

循 環 利

用 を 促

進 す る

こ と に

よ り 、

木 材 需

要 の 多

様 化 及

び 増 大

に 対 す

る 木 材

の 安 定

的 な 供

給 体 制

を 構 築

し 、 も

つ て 持

続 的 な

林 業 経

営 の 実

現 を 図

る 。

林 業 者 、 木

材 製 造 業 者

及 び 木 材 需

要 者 で 構 成

さ れ る グ

ル ー プ （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 循

環 型 林 業 グ

ル ー プ 」 と

い う 。 ） が

次 世 代 の 森

林 創 生 実 証

事 業 実 施 要

領 （ 平 成 二

十 八 年 六 月

七 日 付 け 森

整 第 二 百 十

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 全 量 出

材 型 皆 伐

（ 伐 採 に

よ り 生 じ

る 曲 部 材

そ の 他 の

未 利 用 材

を 含 む 全

て の 木 材

を 利 用 す

る 目 的 で

行 う 皆 伐

を い う 。

以 下 こ の

項 に お い

て 同

じ 。 ）

二 　 全 量 出

材 型 皆 伐

に よ り 生

じ た 木 材

に 係 る 造

材 及 び 集

材
三 　 前 号 の

集 材 に よ

り 集 積 さ

れ た 木 材

を 木 材 製

造 業 者 に

引 き 渡 す

た め に 行

う 当 該 木

材 の 運 搬
当 該 経

費 の 十

分 の 十

以 内 。

た だ

し 、 皆

伐 面 積

一 ヘ ク

タ ー ル

当 た り

三 十 万

円 を 限

度 と す

る 。

循 環
型 林

業 グ
ル ー

プ

豊 か な

水 源 の

森 づ く

り 対 策

事 業 費

補 助 金
水 源 地

域 に お

け る 森

林 整 備

を 促 進

す る こ

と に よ

り 、 森

林 の 有

す る 水

源 の 涵
か ん

養 の 機

能 の 維

持 増 進

を 図

る 。

森 林 法 第 十

二 条 第 一 項

に 規 定 す る

認 定 森 林 所

有 者 等 で あ

つ て 知 事 が

適 当 と 認 め

る も の （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 認

定 森 林 所 有

者 等 」 と い

う 。 ） が 豊

か な 水 源 の

森 づ く り 対

策 事 業 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 八 年 七

月 二 十 五 日

付 け 森 整 第

四 百 五 十 八

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 水 源 林

獣 害 対 策

促 進 事 業

二 　 水 源 林

ナ ラ 枯 れ

対 策 事 業
標 準 経

費 の 二

分 の 一

以 内
当 該 事

業 に 要

す る 経

費 の 二

分 の 一

（ 自 然

公 園

（ 自 然

公 園 法

（ 昭 和

三 十 二

年 法 律

第 百 六

十 一

号 ） 第

二 条 第

一 号 に

規 定 す

る 自 然

公 園 を
い

う 。 ）

の 区 域

内 で 実

施 す る

場 合 に

あ つ て

は 、 十

分 の

九 ） 以

内

認 定
森 林

所 有
者 等

市 町
村

略
県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

獣 害 対

策 交 付

金

シ カ 又

は ク マ

に よ る

樹 木 の

は く 皮

等 の 被

害 が 発

生 し て

い る 森

林 に 係

る 獣 害

対 策 を

講 じ 、

も つ て

森 林 の

有 す る

公 益 的

機 能 の

維 持 を

図 る 。
と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 獣 害

対 策 交 付 金

実 施 要 領

（ 平 成 二 十

一 年 十 月 二

十 八 日 付 け

森 整 第 四 百

四 十 六 号 環

境 森 林 部 長

通 知 。 以 下

こ の 項 に お

い て 「 要

領 」 と い

う 。 ） に 基

づ き 、 栃 木

県 シ カ 保 護

管 理 計 画 又

は 栃 木 県 ツ

キ ノ ワ グ マ

保 護 管 理 計

画 の 対 象 区

域 の 森 林 で

あ る こ と そ

の 他 要 領 第

三 に 規 定 す

る 要 件 を 満

た す 森 林

（ 以 下 こ の

項 に お い て

「 事 業 対 象

森 林 」 と い

う 。 ） の 樹

木 に 被 害 防

止 資 材 を 設

置 す る 場 合

に お け る 当

該 設 置 に 要

す る 経 費

知 事 が

別 に 定

め る 額
栃 木

県 森
林 整

備 業
務 執

行 要
領

（ 平
成 十

九 年
九 月

十 日
付 け

環 森
政 第

三 百
四 十

四 号
環 境

森 林
部 長

通
知 ）

第 四
条 第

一 項
に 規

定 す
る 入

札 参
加 資

格 を
認 め

ら れ
た 者

で 、
事 業

対 象
森 林

の 所
有 者

か ら
当 該

事 業
対 象

森 林
に お

け る
事 業

の 執
行 に

つ い
て 同

意 を
得 た

も の

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

森 林 バ

イ オ マ

ス 利 用

モ デ ル

交 付 金
荒 廃 し

た 森 林

を 再 生

す る た

め の 間

伐 に よ

り 生 じ

た 未 利

用 の 間

伐 材 を

燃 料 等

と し て

利 用 す

る た め

の 事 業

を 支 援

し 、 間

伐 材 の

有 効 利

用 の 促

進 を 図

る 。

と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 森 林

バ イ オ マ ス

利 用 モ デ ル

交 付 金 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 四 年 六

月 六 日 付 け

森 整 第 百 七

十 二 号 環 境

森 林 部 長 通

知 ） に 基 づ

き 行 う 次 に

掲 げ る 事 業

に 要 す る 経

費
一 　 荒 廃 し

た 森 林 を

再 生 す る

た め の 間

伐
二 　 前 号 の

間 伐 に よ

り 生 じ た

未 利 用 の

間 伐 材 に

係 る 造 材

及 び 集 材

三 　 前 号 の

集 材 に 係

る 搬 出 路

の 整 備

四 　 第 二 号

の 集 材 に

よ り 集 積

さ れ た 間

伐 材 を 燃

料 等 と し

て 利 用 す

る 事 業 者

に 引 き 渡

す た め に

行 う 当 該

間 伐 材 の

運 搬

知 事 が

別 に 定

め る 額
森 林

法 第
十 二

条 第
一 項

に 規
定 す

る 認
定 森

林 所
有 者

等
で 、

間 伐
材 を

燃 料
等 と

し て
利 用

す る
事 業

者 と
未 利

用 の
間 伐

材 の
供 給

に 関
す る

協 定
を 締

結 し
た も

の

略

略

（ 森 林 整 備 課 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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栃 木 県 告 示 第 八 十 二 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令

和 元 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 令 和 二 年 二 月 二 十 一 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 　 　 正 　 　 後 改 　 　 正 　 　 前

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

　
略

県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

略

略

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

次 世 代

の 森 林

創 生 実

証 事 業

費 補 助

金

一 定 規

模 以 上

の 皆 伐

を 通 じ

た 森 林

資 源 の

循 環 利

用 を 促

進 す る

こ と に

よ り 、

木 材 需

要 の 多

様 化 及

び 増 大

に 対 す

る 木 材

の 安 定

的 な 供

給 体 制

を 構 築

し 、 も

つ て 持

続 的 な

林 業 経

営 の 実

現 を 図

る 。

林 業 者 、 木

材 製 造 業 者

及 び 木 材 需

要 者 で 構 成

さ れ る グ

ル ー プ （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 循

環 型 林 業 グ

ル ー プ 」 と

い う 。 ） が

次 世 代 の 森

林 創 生 実 証

事 業 実 施 要

領 （ 平 成 二

十 八 年 六 月

七 日 付 け 森

整 第 二 百 十

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 全 量 出

材 型 皆 伐

（ 伐 採 に

よ り 生 じ

る 曲 部 材

そ の 他 の

未 利 用 材

を 含 む 全

て の 木 材

を 利 用 す

る 目 的 で

行 う 皆 伐

を い う 。

以 下 こ の

項 に お い

て 同

じ 。 ）

二 　 全 量 出

材 型 皆 伐

に よ り 生

じ た 木 材

に 係 る 造

材 及 び 集

材
三 　 前 号 の

集 材 に よ

り 集 積 さ

れ た 木 材

を 木 材 製

造 業 者 に

引 き 渡 す

た め に 行

う 当 該 木

材 の 運 搬
当 該 経

費 の 十

分 の 十

以 内 。

た だ

し 、 皆

伐 面 積

一 ヘ ク

タ ー ル

当 た り

三 十 万

円 を 限

度 と す

る 。

循 環
型 林

業 グ
ル ー

プ

豊 か な

水 源 の

森 づ く

り 対 策

事 業 費

補 助 金
水 源 地

域 に お

け る 森

林 整 備

を 促 進

す る こ

と に よ

り 、 森

林 の 有

す る 水

源 の 涵
か ん

養 の 機

能 の 維

持 増 進

を 図

る 。

森 林 法 第 十

二 条 第 一 項

に 規 定 す る

認 定 森 林 所

有 者 等 で あ

つ て 知 事 が

適 当 と 認 め

る も の （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 認

定 森 林 所 有

者 等 」 と い

う 。 ） が 豊

か な 水 源 の

森 づ く り 対

策 事 業 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 八 年 七

月 二 十 五 日

付 け 森 整 第

四 百 五 十 八

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 水 源 林

獣 害 対 策

促 進 事 業

二 　 水 源 林

ナ ラ 枯 れ

対 策 事 業
標 準 経

費 の 二

分 の 一

以 内
当 該 事

業 に 要

す る 経

費 の 二

分 の 一

（ 自 然

公 園

（ 自 然

公 園 法

（ 昭 和

三 十 二

年 法 律

第 百 六

十 一

号 ） 第

二 条 第

一 号 に

規 定 す

る 自 然

公 園 を
い

う 。 ）

の 区 域

内 で 実

施 す る

場 合 に

あ つ て

は 、 十

分 の

九 ） 以

内

認 定
森 林

所 有
者 等

市 町
村

略
県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

獣 害 対

策 交 付

金

シ カ 又

は ク マ

に よ る

樹 木 の

は く 皮

等 の 被

害 が 発

生 し て

い る 森

林 に 係

る 獣 害

対 策 を

講 じ 、

も つ て

森 林 の

有 す る

公 益 的

機 能 の

維 持 を

図 る 。
と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 獣 害

対 策 交 付 金

実 施 要 領

（ 平 成 二 十

一 年 十 月 二

十 八 日 付 け

森 整 第 四 百

四 十 六 号 環

境 森 林 部 長

通 知 。 以 下

こ の 項 に お

い て 「 要

領 」 と い

う 。 ） に 基

づ き 、 栃 木

県 シ カ 保 護

管 理 計 画 又

は 栃 木 県 ツ

キ ノ ワ グ マ

保 護 管 理 計

画 の 対 象 区

域 の 森 林 で

あ る こ と そ

の 他 要 領 第

三 に 規 定 す

る 要 件 を 満

た す 森 林

（ 以 下 こ の

項 に お い て

「 事 業 対 象

森 林 」 と い

う 。 ） の 樹

木 に 被 害 防

止 資 材 を 設

置 す る 場 合

に お け る 当

該 設 置 に 要

す る 経 費

知 事 が

別 に 定

め る 額
栃 木

県 森
林 整

備 業
務 執

行 要
領

（ 平
成 十

九 年
九 月

十 日
付 け

環 森
政 第

三 百
四 十

四 号
環 境

森 林
部 長

通
知 ）

第 四
条 第

一 項
に 規

定 す
る 入

札 参
加 資

格 を
認 め

ら れ
た 者

で 、
事 業

対 象
森 林

の 所
有 者

か ら
当 該

事 業
対 象

森 林
に お

け る
事 業

の 執
行 に

つ い
て 同

意 を
得 た

も の

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

森 林 バ

イ オ マ

ス 利 用

モ デ ル

交 付 金
荒 廃 し

た 森 林

を 再 生

す る た

め の 間

伐 に よ

り 生 じ

た 未 利

用 の 間

伐 材 を

燃 料 等

と し て

利 用 す

る た め

の 事 業

を 支 援

し 、 間

伐 材 の

有 効 利

用 の 促

進 を 図

る 。

と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 森 林

バ イ オ マ ス

利 用 モ デ ル

交 付 金 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 四 年 六

月 六 日 付 け

森 整 第 百 七

十 二 号 環 境

森 林 部 長 通

知 ） に 基 づ

き 行 う 次 に

掲 げ る 事 業

に 要 す る 経

費
一 　 荒 廃 し

た 森 林 を

再 生 す る

た め の 間

伐
二 　 前 号 の

間 伐 に よ

り 生 じ た

未 利 用 の

間 伐 材 に

係 る 造 材

及 び 集 材

三 　 前 号 の

集 材 に 係

る 搬 出 路

の 整 備

四 　 第 二 号

の 集 材 に

よ り 集 積

さ れ た 間

伐 材 を 燃

料 等 と し

て 利 用 す

る 事 業 者

に 引 き 渡

す た め に

行 う 当 該

間 伐 材 の

運 搬

知 事 が

別 に 定

め る 額
森 林

法 第
十 二

条 第
一 項

に 規
定 す

る 認
定 森

林 所
有 者

等
で 、

間 伐
材 を

燃 料
等 と

し て
利 用

す る
事 業

者 と
未 利

用 の
間 伐

材 の
供 給

に 関
す る

協 定
を 締

結 し
た も

の

略

略

（ 森 林 整 備 課 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │



（123）栃 木 県 公 報 第81号令和２（2020）年２月21日　金曜日

栃 木 県 告 示 第 八 十 二 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令

和 元 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 令 和 二 年 二 月 二 十 一 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 　 　 正 　 　 後 改 　 　 正 　 　 前

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

　
略

県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

略

略

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

次 世 代

の 森 林

創 生 実

証 事 業

費 補 助

金

一 定 規

模 以 上

の 皆 伐

を 通 じ

た 森 林

資 源 の

循 環 利

用 を 促

進 す る

こ と に

よ り 、

木 材 需

要 の 多

様 化 及

び 増 大

に 対 す

る 木 材

の 安 定

的 な 供

給 体 制

を 構 築

し 、 も

つ て 持

続 的 な

林 業 経

営 の 実

現 を 図

る 。

林 業 者 、 木

材 製 造 業 者

及 び 木 材 需

要 者 で 構 成

さ れ る グ

ル ー プ （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 循

環 型 林 業 グ

ル ー プ 」 と

い う 。 ） が

次 世 代 の 森

林 創 生 実 証

事 業 実 施 要

領 （ 平 成 二

十 八 年 六 月

七 日 付 け 森

整 第 二 百 十

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 全 量 出

材 型 皆 伐

（ 伐 採 に

よ り 生 じ

る 曲 部 材

そ の 他 の

未 利 用 材

を 含 む 全

て の 木 材

を 利 用 す

る 目 的 で

行 う 皆 伐

を い う 。

以 下 こ の

項 に お い

て 同

じ 。 ）

二 　 全 量 出

材 型 皆 伐

に よ り 生

じ た 木 材

に 係 る 造

材 及 び 集

材
三 　 前 号 の

集 材 に よ

り 集 積 さ

れ た 木 材

を 木 材 製

造 業 者 に

引 き 渡 す

た め に 行

う 当 該 木

材 の 運 搬
当 該 経

費 の 十

分 の 十

以 内 。

た だ

し 、 皆

伐 面 積

一 ヘ ク

タ ー ル

当 た り

三 十 万

円 を 限

度 と す

る 。

循 環
型 林

業 グ
ル ー

プ

豊 か な

水 源 の

森 づ く

り 対 策

事 業 費

補 助 金
水 源 地

域 に お

け る 森

林 整 備

を 促 進

す る こ

と に よ

り 、 森

林 の 有

す る 水

源 の 涵
か ん

養 の 機

能 の 維

持 増 進

を 図

る 。

森 林 法 第 十

二 条 第 一 項

に 規 定 す る

認 定 森 林 所

有 者 等 で あ

つ て 知 事 が

適 当 と 認 め

る も の （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 認

定 森 林 所 有

者 等 」 と い

う 。 ） が 豊

か な 水 源 の

森 づ く り 対

策 事 業 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 八 年 七

月 二 十 五 日

付 け 森 整 第

四 百 五 十 八

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 水 源 林

獣 害 対 策

促 進 事 業

二 　 水 源 林

ナ ラ 枯 れ

対 策 事 業
標 準 経

費 の 二

分 の 一

以 内
当 該 事

業 に 要

す る 経

費 の 二

分 の 一

（ 自 然

公 園

（ 自 然

公 園 法

（ 昭 和

三 十 二

年 法 律

第 百 六

十 一

号 ） 第

二 条 第

一 号 に

規 定 す

る 自 然

公 園 を
い

う 。 ）

の 区 域

内 で 実

施 す る

場 合 に

あ つ て

は 、 十

分 の

九 ） 以

内

認 定
森 林

所 有
者 等

市 町
村

略
県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

獣 害 対

策 交 付

金

シ カ 又

は ク マ

に よ る

樹 木 の

は く 皮

等 の 被

害 が 発

生 し て

い る 森

林 に 係

る 獣 害

対 策 を

講 じ 、

も つ て

森 林 の

有 す る

公 益 的

機 能 の

維 持 を

図 る 。
と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 獣 害

対 策 交 付 金

実 施 要 領

（ 平 成 二 十

一 年 十 月 二

十 八 日 付 け

森 整 第 四 百

四 十 六 号 環

境 森 林 部 長

通 知 。 以 下

こ の 項 に お

い て 「 要

領 」 と い

う 。 ） に 基

づ き 、 栃 木

県 シ カ 保 護

管 理 計 画 又

は 栃 木 県 ツ

キ ノ ワ グ マ

保 護 管 理 計

画 の 対 象 区

域 の 森 林 で

あ る こ と そ

の 他 要 領 第

三 に 規 定 す

る 要 件 を 満

た す 森 林

（ 以 下 こ の

項 に お い て

「 事 業 対 象

森 林 」 と い

う 。 ） の 樹

木 に 被 害 防

止 資 材 を 設

置 す る 場 合

に お け る 当

該 設 置 に 要

す る 経 費

知 事 が

別 に 定

め る 額
栃 木

県 森
林 整

備 業
務 執

行 要
領

（ 平
成 十

九 年
九 月

十 日
付 け

環 森
政 第

三 百
四 十

四 号
環 境

森 林
部 長

通
知 ）

第 四
条 第

一 項
に 規

定 す
る 入

札 参
加 資

格 を
認 め

ら れ
た 者

で 、
事 業

対 象
森 林

の 所
有 者

か ら
当 該

事 業
対 象

森 林
に お

け る
事 業

の 執
行 に

つ い
て 同

意 を
得 た

も の

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

森 林 バ

イ オ マ

ス 利 用

モ デ ル

交 付 金
荒 廃 し

た 森 林

を 再 生

す る た

め の 間

伐 に よ

り 生 じ

た 未 利

用 の 間

伐 材 を

燃 料 等

と し て

利 用 す

る た め

の 事 業

を 支 援

し 、 間

伐 材 の

有 効 利

用 の 促

進 を 図

る 。

と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 森 林

バ イ オ マ ス

利 用 モ デ ル

交 付 金 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 四 年 六

月 六 日 付 け

森 整 第 百 七

十 二 号 環 境

森 林 部 長 通

知 ） に 基 づ

き 行 う 次 に

掲 げ る 事 業

に 要 す る 経

費
一 　 荒 廃 し

た 森 林 を

再 生 す る

た め の 間

伐
二 　 前 号 の

間 伐 に よ

り 生 じ た

未 利 用 の

間 伐 材 に

係 る 造 材

及 び 集 材

三 　 前 号 の

集 材 に 係

る 搬 出 路

の 整 備

四 　 第 二 号

の 集 材 に

よ り 集 積

さ れ た 間

伐 材 を 燃

料 等 と し

て 利 用 す

る 事 業 者

に 引 き 渡

す た め に

行 う 当 該

間 伐 材 の

運 搬

知 事 が

別 に 定

め る 額
森 林

法 第
十 二

条 第
一 項

に 規
定 す

る 認
定 森

林 所
有 者

等
で 、

間 伐
材 を

燃 料
等 と

し て
利 用

す る
事 業

者 と
未 利

用 の
間 伐

材 の
供 給

に 関
す る

協 定
を 締

結 し
た も

の

略

略

（ 森 林 整 備 課 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │



（124） 栃 木 県 公 報 第81号令和２（2020）年２月21日　金曜日
栃 木 県 告 示 第 八 十 二 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令

和 元 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 令 和 二 年 二 月 二 十 一 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 　 　 正 　 　 後 改 　 　 正 　 　 前

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

　
略

県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

略

略

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

次 世 代

の 森 林

創 生 実

証 事 業

費 補 助

金

一 定 規

模 以 上

の 皆 伐

を 通 じ

た 森 林

資 源 の

循 環 利

用 を 促

進 す る

こ と に

よ り 、

木 材 需

要 の 多

様 化 及

び 増 大

に 対 す

る 木 材

の 安 定

的 な 供

給 体 制

を 構 築

し 、 も

つ て 持

続 的 な

林 業 経

営 の 実

現 を 図

る 。

林 業 者 、 木

材 製 造 業 者

及 び 木 材 需

要 者 で 構 成

さ れ る グ

ル ー プ （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 循

環 型 林 業 グ

ル ー プ 」 と

い う 。 ） が

次 世 代 の 森

林 創 生 実 証

事 業 実 施 要

領 （ 平 成 二

十 八 年 六 月

七 日 付 け 森

整 第 二 百 十

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 全 量 出

材 型 皆 伐

（ 伐 採 に

よ り 生 じ

る 曲 部 材

そ の 他 の

未 利 用 材

を 含 む 全

て の 木 材

を 利 用 す

る 目 的 で

行 う 皆 伐

を い う 。

以 下 こ の

項 に お い

て 同

じ 。 ）

二 　 全 量 出

材 型 皆 伐

に よ り 生

じ た 木 材

に 係 る 造

材 及 び 集

材
三 　 前 号 の

集 材 に よ

り 集 積 さ

れ た 木 材

を 木 材 製

造 業 者 に

引 き 渡 す

た め に 行

う 当 該 木

材 の 運 搬
当 該 経

費 の 十

分 の 十

以 内 。

た だ

し 、 皆

伐 面 積

一 ヘ ク

タ ー ル

当 た り

三 十 万

円 を 限

度 と す

る 。

循 環
型 林

業 グ
ル ー

プ

豊 か な

水 源 の

森 づ く

り 対 策

事 業 費

補 助 金
水 源 地

域 に お

け る 森

林 整 備

を 促 進

す る こ

と に よ

り 、 森

林 の 有

す る 水

源 の 涵
か ん

養 の 機

能 の 維

持 増 進

を 図

る 。

森 林 法 第 十

二 条 第 一 項

に 規 定 す る

認 定 森 林 所

有 者 等 で あ

つ て 知 事 が

適 当 と 認 め

る も の （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 認

定 森 林 所 有

者 等 」 と い

う 。 ） が 豊

か な 水 源 の

森 づ く り 対

策 事 業 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 八 年 七

月 二 十 五 日

付 け 森 整 第

四 百 五 十 八

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 水 源 林

獣 害 対 策

促 進 事 業

二 　 水 源 林

ナ ラ 枯 れ

対 策 事 業
標 準 経

費 の 二

分 の 一

以 内
当 該 事

業 に 要

す る 経

費 の 二

分 の 一

（ 自 然

公 園

（ 自 然

公 園 法

（ 昭 和

三 十 二

年 法 律

第 百 六

十 一

号 ） 第

二 条 第

一 号 に

規 定 す

る 自 然

公 園 を
い

う 。 ）

の 区 域

内 で 実

施 す る

場 合 に

あ つ て

は 、 十

分 の

九 ） 以

内

認 定
森 林

所 有
者 等

市 町
村

略
県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

獣 害 対

策 交 付

金

シ カ 又

は ク マ

に よ る

樹 木 の

は く 皮

等 の 被

害 が 発

生 し て

い る 森

林 に 係

る 獣 害

対 策 を

講 じ 、

も つ て

森 林 の

有 す る

公 益 的

機 能 の

維 持 を

図 る 。
と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 獣 害

対 策 交 付 金

実 施 要 領

（ 平 成 二 十

一 年 十 月 二

十 八 日 付 け

森 整 第 四 百

四 十 六 号 環

境 森 林 部 長

通 知 。 以 下

こ の 項 に お

い て 「 要

領 」 と い

う 。 ） に 基

づ き 、 栃 木

県 シ カ 保 護

管 理 計 画 又

は 栃 木 県 ツ

キ ノ ワ グ マ

保 護 管 理 計

画 の 対 象 区

域 の 森 林 で

あ る こ と そ

の 他 要 領 第

三 に 規 定 す

る 要 件 を 満

た す 森 林

（ 以 下 こ の

項 に お い て

「 事 業 対 象

森 林 」 と い

う 。 ） の 樹

木 に 被 害 防

止 資 材 を 設

置 す る 場 合

に お け る 当

該 設 置 に 要

す る 経 費

知 事 が

別 に 定

め る 額
栃 木

県 森
林 整

備 業
務 執

行 要
領

（ 平
成 十

九 年
九 月

十 日
付 け

環 森
政 第

三 百
四 十

四 号
環 境

森 林
部 長

通
知 ）

第 四
条 第

一 項
に 規

定 す
る 入

札 参
加 資

格 を
認 め

ら れ
た 者

で 、
事 業

対 象
森 林

の 所
有 者

か ら
当 該

事 業
対 象

森 林
に お

け る
事 業

の 執
行 に

つ い
て 同

意 を
得 た

も の

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

森 林 バ

イ オ マ

ス 利 用

モ デ ル

交 付 金
荒 廃 し

た 森 林

を 再 生

す る た

め の 間

伐 に よ

り 生 じ

た 未 利

用 の 間

伐 材 を

燃 料 等

と し て

利 用 す

る た め

の 事 業

を 支 援

し 、 間

伐 材 の

有 効 利

用 の 促

進 を 図

る 。

と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 森 林

バ イ オ マ ス

利 用 モ デ ル

交 付 金 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 四 年 六

月 六 日 付 け

森 整 第 百 七

十 二 号 環 境

森 林 部 長 通

知 ） に 基 づ

き 行 う 次 に

掲 げ る 事 業

に 要 す る 経

費
一 　 荒 廃 し

た 森 林 を

再 生 す る

た め の 間

伐
二 　 前 号 の

間 伐 に よ

り 生 じ た

未 利 用 の

間 伐 材 に

係 る 造 材

及 び 集 材

三 　 前 号 の

集 材 に 係

る 搬 出 路

の 整 備

四 　 第 二 号

の 集 材 に

よ り 集 積

さ れ た 間

伐 材 を 燃

料 等 と し

て 利 用 す

る 事 業 者

に 引 き 渡

す た め に

行 う 当 該

間 伐 材 の

運 搬

知 事 が

別 に 定

め る 額
森 林

法 第
十 二

条 第
一 項

に 規
定 す

る 認
定 森

林 所
有 者

等
で 、

間 伐
材 を

燃 料
等 と

し て
利 用

す る
事 業

者 と
未 利

用 の
間 伐

材 の
供 給

に 関
す る

協 定
を 締

結 し
た も

の

略

略

（ 森 林 整 備 課 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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栃 木 県 告 示 第 八 十 二 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令

和 元 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 令 和 二 年 二 月 二 十 一 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 　 　 正 　 　 後 改 　 　 正 　 　 前

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

　
略

県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

略

略

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

次 世 代

の 森 林

創 生 実

証 事 業

費 補 助

金

一 定 規

模 以 上

の 皆 伐

を 通 じ

た 森 林

資 源 の

循 環 利

用 を 促

進 す る

こ と に

よ り 、

木 材 需

要 の 多

様 化 及

び 増 大

に 対 す

る 木 材

の 安 定

的 な 供

給 体 制

を 構 築

し 、 も

つ て 持

続 的 な

林 業 経

営 の 実

現 を 図

る 。

林 業 者 、 木

材 製 造 業 者

及 び 木 材 需

要 者 で 構 成

さ れ る グ

ル ー プ （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 循

環 型 林 業 グ

ル ー プ 」 と

い う 。 ） が

次 世 代 の 森

林 創 生 実 証

事 業 実 施 要

領 （ 平 成 二

十 八 年 六 月

七 日 付 け 森

整 第 二 百 十

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 全 量 出

材 型 皆 伐

（ 伐 採 に

よ り 生 じ

る 曲 部 材

そ の 他 の

未 利 用 材

を 含 む 全

て の 木 材

を 利 用 す

る 目 的 で

行 う 皆 伐

を い う 。

以 下 こ の

項 に お い

て 同

じ 。 ）

二 　 全 量 出

材 型 皆 伐

に よ り 生

じ た 木 材

に 係 る 造

材 及 び 集

材
三 　 前 号 の

集 材 に よ

り 集 積 さ

れ た 木 材

を 木 材 製

造 業 者 に

引 き 渡 す

た め に 行

う 当 該 木

材 の 運 搬
当 該 経

費 の 十

分 の 十

以 内 。

た だ

し 、 皆

伐 面 積

一 ヘ ク

タ ー ル

当 た り

三 十 万

円 を 限

度 と す

る 。

循 環
型 林

業 グ
ル ー

プ

豊 か な

水 源 の

森 づ く

り 対 策

事 業 費

補 助 金
水 源 地

域 に お

け る 森

林 整 備

を 促 進

す る こ

と に よ

り 、 森

林 の 有

す る 水

源 の 涵
か ん

養 の 機

能 の 維

持 増 進

を 図

る 。

森 林 法 第 十

二 条 第 一 項

に 規 定 す る

認 定 森 林 所

有 者 等 で あ

つ て 知 事 が

適 当 と 認 め

る も の （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 認

定 森 林 所 有

者 等 」 と い

う 。 ） が 豊

か な 水 源 の

森 づ く り 対

策 事 業 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 八 年 七

月 二 十 五 日

付 け 森 整 第

四 百 五 十 八

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 水 源 林

獣 害 対 策

促 進 事 業

二 　 水 源 林

ナ ラ 枯 れ

対 策 事 業
標 準 経

費 の 二

分 の 一

以 内
当 該 事

業 に 要

す る 経

費 の 二

分 の 一

（ 自 然

公 園

（ 自 然

公 園 法

（ 昭 和

三 十 二

年 法 律

第 百 六

十 一

号 ） 第

二 条 第

一 号 に

規 定 す

る 自 然

公 園 を
い

う 。 ）

の 区 域

内 で 実

施 す る

場 合 に

あ つ て

は 、 十

分 の

九 ） 以

内

認 定
森 林

所 有
者 等

市 町
村

略
県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

獣 害 対

策 交 付

金

シ カ 又

は ク マ

に よ る

樹 木 の

は く 皮

等 の 被

害 が 発

生 し て

い る 森

林 に 係

る 獣 害

対 策 を

講 じ 、

も つ て

森 林 の

有 す る

公 益 的

機 能 の

維 持 を

図 る 。
と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 獣 害

対 策 交 付 金

実 施 要 領

（ 平 成 二 十

一 年 十 月 二

十 八 日 付 け

森 整 第 四 百

四 十 六 号 環

境 森 林 部 長

通 知 。 以 下

こ の 項 に お

い て 「 要

領 」 と い

う 。 ） に 基

づ き 、 栃 木

県 シ カ 保 護

管 理 計 画 又

は 栃 木 県 ツ

キ ノ ワ グ マ

保 護 管 理 計

画 の 対 象 区

域 の 森 林 で

あ る こ と そ

の 他 要 領 第

三 に 規 定 す

る 要 件 を 満

た す 森 林

（ 以 下 こ の

項 に お い て

「 事 業 対 象

森 林 」 と い

う 。 ） の 樹

木 に 被 害 防

止 資 材 を 設

置 す る 場 合

に お け る 当

該 設 置 に 要

す る 経 費

知 事 が

別 に 定

め る 額
栃 木

県 森
林 整

備 業
務 執

行 要
領

（ 平
成 十

九 年
九 月

十 日
付 け

環 森
政 第

三 百
四 十

四 号
環 境

森 林
部 長

通
知 ）

第 四
条 第

一 項
に 規

定 す
る 入

札 参
加 資

格 を
認 め

ら れ
た 者

で 、
事 業

対 象
森 林

の 所
有 者

か ら
当 該

事 業
対 象

森 林
に お

け る
事 業

の 執
行 に

つ い
て 同

意 を
得 た

も の

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

森 林 バ

イ オ マ

ス 利 用

モ デ ル

交 付 金
荒 廃 し

た 森 林

を 再 生

す る た

め の 間

伐 に よ

り 生 じ

た 未 利

用 の 間

伐 材 を

燃 料 等

と し て

利 用 す

る た め

の 事 業

を 支 援

し 、 間

伐 材 の

有 効 利

用 の 促

進 を 図

る 。

と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 森 林

バ イ オ マ ス

利 用 モ デ ル

交 付 金 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 四 年 六

月 六 日 付 け

森 整 第 百 七

十 二 号 環 境

森 林 部 長 通

知 ） に 基 づ

き 行 う 次 に

掲 げ る 事 業

に 要 す る 経

費
一 　 荒 廃 し

た 森 林 を

再 生 す る

た め の 間

伐
二 　 前 号 の

間 伐 に よ

り 生 じ た

未 利 用 の

間 伐 材 に

係 る 造 材

及 び 集 材

三 　 前 号 の

集 材 に 係

る 搬 出 路

の 整 備

四 　 第 二 号

の 集 材 に

よ り 集 積

さ れ た 間

伐 材 を 燃

料 等 と し

て 利 用 す

る 事 業 者

に 引 き 渡

す た め に

行 う 当 該

間 伐 材 の

運 搬

知 事 が

別 に 定

め る 額
森 林

法 第
十 二

条 第
一 項

に 規
定 す

る 認
定 森

林 所
有 者

等
で 、

間 伐
材 を

燃 料
等 と

し て
利 用

す る
事 業

者 と
未 利

用 の
間 伐

材 の
供 給

に 関
す る

協 定
を 締

結 し
た も

の

略

略

（ 森 林 整 備 課 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │



（126） 栃 木 県 公 報 第81号令和２（2020）年２月21日　金曜日
栃 木 県 告 示 第 八 十 二 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令

和 元 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 令 和 二 年 二 月 二 十 一 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 　 　 正 　 　 後 改 　 　 正 　 　 前

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

　
略

県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

略

略

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

次 世 代

の 森 林

創 生 実

証 事 業

費 補 助

金

一 定 規

模 以 上

の 皆 伐

を 通 じ

た 森 林

資 源 の

循 環 利

用 を 促

進 す る

こ と に

よ り 、

木 材 需

要 の 多

様 化 及

び 増 大

に 対 す

る 木 材

の 安 定

的 な 供

給 体 制

を 構 築

し 、 も

つ て 持

続 的 な

林 業 経

営 の 実

現 を 図

る 。

林 業 者 、 木

材 製 造 業 者

及 び 木 材 需

要 者 で 構 成

さ れ る グ

ル ー プ （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 循

環 型 林 業 グ

ル ー プ 」 と

い う 。 ） が

次 世 代 の 森

林 創 生 実 証

事 業 実 施 要

領 （ 平 成 二

十 八 年 六 月

七 日 付 け 森

整 第 二 百 十

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 全 量 出

材 型 皆 伐

（ 伐 採 に

よ り 生 じ

る 曲 部 材

そ の 他 の

未 利 用 材

を 含 む 全

て の 木 材

を 利 用 す

る 目 的 で

行 う 皆 伐

を い う 。

以 下 こ の

項 に お い

て 同

じ 。 ）

二 　 全 量 出

材 型 皆 伐

に よ り 生

じ た 木 材

に 係 る 造

材 及 び 集

材
三 　 前 号 の

集 材 に よ

り 集 積 さ

れ た 木 材

を 木 材 製

造 業 者 に

引 き 渡 す

た め に 行

う 当 該 木

材 の 運 搬
当 該 経

費 の 十

分 の 十

以 内 。

た だ

し 、 皆

伐 面 積

一 ヘ ク

タ ー ル

当 た り

三 十 万

円 を 限

度 と す

る 。

循 環
型 林

業 グ
ル ー

プ

豊 か な

水 源 の

森 づ く

り 対 策

事 業 費

補 助 金
水 源 地

域 に お

け る 森

林 整 備

を 促 進

す る こ

と に よ

り 、 森

林 の 有

す る 水

源 の 涵
か ん

養 の 機

能 の 維

持 増 進

を 図

る 。

森 林 法 第 十

二 条 第 一 項

に 規 定 す る

認 定 森 林 所

有 者 等 で あ

つ て 知 事 が

適 当 と 認 め

る も の （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 認

定 森 林 所 有

者 等 」 と い

う 。 ） が 豊

か な 水 源 の

森 づ く り 対

策 事 業 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 八 年 七

月 二 十 五 日

付 け 森 整 第

四 百 五 十 八

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 水 源 林

獣 害 対 策

促 進 事 業

二 　 水 源 林

ナ ラ 枯 れ

対 策 事 業
標 準 経

費 の 二

分 の 一

以 内
当 該 事

業 に 要

す る 経

費 の 二

分 の 一

（ 自 然

公 園

（ 自 然

公 園 法

（ 昭 和

三 十 二

年 法 律

第 百 六

十 一

号 ） 第

二 条 第

一 号 に

規 定 す

る 自 然

公 園 を
い

う 。 ）

の 区 域

内 で 実

施 す る

場 合 に

あ つ て

は 、 十

分 の

九 ） 以

内

認 定
森 林

所 有
者 等

市 町
村

略
県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

獣 害 対

策 交 付

金

シ カ 又

は ク マ

に よ る

樹 木 の

は く 皮

等 の 被

害 が 発

生 し て

い る 森

林 に 係

る 獣 害

対 策 を

講 じ 、

も つ て

森 林 の

有 す る

公 益 的

機 能 の

維 持 を

図 る 。
と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 獣 害

対 策 交 付 金

実 施 要 領

（ 平 成 二 十

一 年 十 月 二

十 八 日 付 け

森 整 第 四 百

四 十 六 号 環

境 森 林 部 長

通 知 。 以 下

こ の 項 に お

い て 「 要

領 」 と い

う 。 ） に 基

づ き 、 栃 木

県 シ カ 保 護

管 理 計 画 又

は 栃 木 県 ツ

キ ノ ワ グ マ

保 護 管 理 計

画 の 対 象 区

域 の 森 林 で

あ る こ と そ

の 他 要 領 第

三 に 規 定 す

る 要 件 を 満

た す 森 林

（ 以 下 こ の

項 に お い て

「 事 業 対 象

森 林 」 と い

う 。 ） の 樹

木 に 被 害 防

止 資 材 を 設

置 す る 場 合

に お け る 当

該 設 置 に 要

す る 経 費

知 事 が

別 に 定

め る 額
栃 木

県 森
林 整

備 業
務 執

行 要
領

（ 平
成 十

九 年
九 月

十 日
付 け

環 森
政 第

三 百
四 十

四 号
環 境

森 林
部 長

通
知 ）

第 四
条 第

一 項
に 規

定 す
る 入

札 参
加 資

格 を
認 め

ら れ
た 者

で 、
事 業

対 象
森 林

の 所
有 者

か ら
当 該

事 業
対 象

森 林
に お

け る
事 業

の 執
行 に

つ い
て 同

意 を
得 た

も の

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

森 林 バ

イ オ マ

ス 利 用

モ デ ル

交 付 金
荒 廃 し

た 森 林

を 再 生

す る た

め の 間

伐 に よ

り 生 じ

た 未 利

用 の 間

伐 材 を

燃 料 等

と し て

利 用 す

る た め

の 事 業

を 支 援

し 、 間

伐 材 の

有 効 利

用 の 促

進 を 図

る 。

と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 森 林

バ イ オ マ ス

利 用 モ デ ル

交 付 金 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 四 年 六

月 六 日 付 け

森 整 第 百 七

十 二 号 環 境

森 林 部 長 通

知 ） に 基 づ

き 行 う 次 に

掲 げ る 事 業

に 要 す る 経

費
一 　 荒 廃 し

た 森 林 を

再 生 す る

た め の 間

伐
二 　 前 号 の

間 伐 に よ

り 生 じ た

未 利 用 の

間 伐 材 に

係 る 造 材

及 び 集 材

三 　 前 号 の

集 材 に 係

る 搬 出 路

の 整 備

四 　 第 二 号

の 集 材 に

よ り 集 積

さ れ た 間

伐 材 を 燃

料 等 と し

て 利 用 す

る 事 業 者

に 引 き 渡

す た め に

行 う 当 該

間 伐 材 の

運 搬

知 事 が

別 に 定

め る 額
森 林

法 第
十 二

条 第
一 項

に 規
定 す

る 認
定 森

林 所
有 者

等
で 、

間 伐
材 を

燃 料
等 と

し て
利 用

す る
事 業

者 と
未 利

用 の
間 伐

材 の
供 給

に 関
す る

協 定
を 締

結 し
た も

の

略

略

（ 森 林 整 備 課 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │



（127）栃 木 県 公 報 第81号令和２（2020）年２月21日　金曜日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第83号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第49条の規定によ
り医療扶助又は医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規定によ
り次のとおり告示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
病院、診療所又は薬局

指 定 年 月 日 名 称 所 在 地

令和２（2020）年１月１日 三田歯科医院 那須郡那須町寺子丙１-116

令和２（2020）年２月１日 ウエルシア薬局佐野富岡店 佐野市富岡町1712-１

令和２（2020）年１月１日 ウエルシア薬局小山神鳥谷店 小山市神鳥谷５-17-23

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第84号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第55条第１項の規
定により医療扶助又は医療支援給付のための施術を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規
定により次のとおり告示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

栃 木 県 告 示 第 八 十 二 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令

和 元 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 令 和 二 年 二 月 二 十 一 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 　 　 正 　 　 後 改 　 　 正 　 　 前

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

　
略

県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

略

略

主 管
部

主 管
課

補 助 金

等 の 名

称

交 付 の

目 的

交 付 の 対 象

で あ る 事 務

又 は 事 業 の

内 容

交 付 率

又 は 金

額

交 付
の 相

手 方

略
環 境

森 林
部

略
森 林

整 備
課

林 地 崩

壊 防 止

事 業 補

助 金

略

次 世 代

の 森 林

創 生 実

証 事 業

費 補 助

金

一 定 規

模 以 上

の 皆 伐

を 通 じ

た 森 林

資 源 の

循 環 利

用 を 促

進 す る

こ と に

よ り 、

木 材 需

要 の 多

様 化 及

び 増 大

に 対 す

る 木 材

の 安 定

的 な 供

給 体 制

を 構 築

し 、 も

つ て 持

続 的 な

林 業 経

営 の 実

現 を 図

る 。

林 業 者 、 木

材 製 造 業 者

及 び 木 材 需

要 者 で 構 成

さ れ る グ

ル ー プ （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 循

環 型 林 業 グ

ル ー プ 」 と

い う 。 ） が

次 世 代 の 森

林 創 生 実 証

事 業 実 施 要

領 （ 平 成 二

十 八 年 六 月

七 日 付 け 森

整 第 二 百 十

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 全 量 出

材 型 皆 伐

（ 伐 採 に

よ り 生 じ

る 曲 部 材

そ の 他 の

未 利 用 材

を 含 む 全

て の 木 材

を 利 用 す

る 目 的 で

行 う 皆 伐

を い う 。

以 下 こ の

項 に お い

て 同

じ 。 ）

二 　 全 量 出

材 型 皆 伐

に よ り 生

じ た 木 材

に 係 る 造

材 及 び 集

材
三 　 前 号 の

集 材 に よ

り 集 積 さ

れ た 木 材

を 木 材 製

造 業 者 に

引 き 渡 す

た め に 行

う 当 該 木

材 の 運 搬
当 該 経

費 の 十

分 の 十

以 内 。

た だ

し 、 皆

伐 面 積

一 ヘ ク

タ ー ル

当 た り

三 十 万

円 を 限

度 と す

る 。

循 環
型 林

業 グ
ル ー

プ

豊 か な

水 源 の

森 づ く

り 対 策

事 業 費

補 助 金
水 源 地

域 に お

け る 森

林 整 備

を 促 進

す る こ

と に よ

り 、 森

林 の 有

す る 水

源 の 涵
か ん

養 の 機

能 の 維

持 増 進

を 図

る 。

森 林 法 第 十

二 条 第 一 項

に 規 定 す る

認 定 森 林 所

有 者 等 で あ

つ て 知 事 が

適 当 と 認 め

る も の （ 以

下 こ の 項 に

お い て 「 認

定 森 林 所 有

者 等 」 と い

う 。 ） が 豊

か な 水 源 の

森 づ く り 対

策 事 業 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 八 年 七

月 二 十 五 日

付 け 森 整 第

四 百 五 十 八

号 環 境 森 林

部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行

う 次 に 掲 げ

る 事 業 に 要

す る 経 費

一 　 水 源 林

獣 害 対 策

促 進 事 業

二 　 水 源 林

ナ ラ 枯 れ

対 策 事 業
標 準 経

費 の 二

分 の 一

以 内
当 該 事

業 に 要

す る 経

費 の 二

分 の 一

（ 自 然

公 園

（ 自 然

公 園 法

（ 昭 和

三 十 二

年 法 律

第 百 六

十 一

号 ） 第

二 条 第

一 号 に

規 定 す

る 自 然

公 園 を
い

う 。 ）

の 区 域

内 で 実

施 す る

場 合 に

あ つ て

は 、 十

分 の

九 ） 以

内

認 定
森 林

所 有
者 等

市 町
村

略
県 単 災

害 復 旧

造 林 事

業 補 助

金

略

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

獣 害 対

策 交 付

金

シ カ 又

は ク マ

に よ る

樹 木 の

は く 皮

等 の 被

害 が 発

生 し て

い る 森

林 に 係

る 獣 害

対 策 を

講 じ 、

も つ て

森 林 の

有 す る

公 益 的

機 能 の

維 持 を

図 る 。
と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 獣 害

対 策 交 付 金

実 施 要 領

（ 平 成 二 十

一 年 十 月 二

十 八 日 付 け

森 整 第 四 百

四 十 六 号 環

境 森 林 部 長

通 知 。 以 下

こ の 項 に お

い て 「 要

領 」 と い

う 。 ） に 基

づ き 、 栃 木

県 シ カ 保 護

管 理 計 画 又

は 栃 木 県 ツ

キ ノ ワ グ マ

保 護 管 理 計

画 の 対 象 区

域 の 森 林 で

あ る こ と そ

の 他 要 領 第

三 に 規 定 す

る 要 件 を 満

た す 森 林

（ 以 下 こ の

項 に お い て

「 事 業 対 象

森 林 」 と い

う 。 ） の 樹

木 に 被 害 防

止 資 材 を 設

置 す る 場 合

に お け る 当

該 設 置 に 要

す る 経 費

知 事 が

別 に 定

め る 額
栃 木

県 森
林 整

備 業
務 執

行 要
領

（ 平
成 十

九 年
九 月

十 日
付 け

環 森
政 第

三 百
四 十

四 号
環 境

森 林
部 長

通
知 ）

第 四
条 第

一 項
に 規

定 す
る 入

札 参
加 資

格 を
認 め

ら れ
た 者

で 、
事 業

対 象
森 林

の 所
有 者

か ら
当 該

事 業
対 象

森 林
に お

け る
事 業

の 執
行 に

つ い
て 同

意 を
得 た

も の

と ち ぎ

の 元 気

な 森 づ

く り 奥

山 林 整

備 事 業

森 林 バ

イ オ マ

ス 利 用

モ デ ル

交 付 金
荒 廃 し

た 森 林

を 再 生

す る た

め の 間

伐 に よ

り 生 じ

た 未 利

用 の 間

伐 材 を

燃 料 等

と し て

利 用 す

る た め

の 事 業

を 支 援

し 、 間

伐 材 の

有 効 利

用 の 促

進 を 図

る 。

と ち ぎ の 元

気 な 森 づ く

り 奥 山 林 整

備 事 業 森 林

バ イ オ マ ス

利 用 モ デ ル

交 付 金 実 施

要 領 （ 平 成

二 十 四 年 六

月 六 日 付 け

森 整 第 百 七

十 二 号 環 境

森 林 部 長 通

知 ） に 基 づ

き 行 う 次 に

掲 げ る 事 業

に 要 す る 経

費
一 　 荒 廃 し

た 森 林 を

再 生 す る

た め の 間

伐
二 　 前 号 の

間 伐 に よ

り 生 じ た

未 利 用 の

間 伐 材 に

係 る 造 材

及 び 集 材

三 　 前 号 の

集 材 に 係

る 搬 出 路

の 整 備

四 　 第 二 号

の 集 材 に

よ り 集 積

さ れ た 間

伐 材 を 燃

料 等 と し

て 利 用 す

る 事 業 者

に 引 き 渡

す た め に

行 う 当 該

間 伐 材 の

運 搬

知 事 が

別 に 定

め る 額
森 林

法 第
十 二

条 第
一 項

に 規
定 す

る 認
定 森

林 所
有 者

等
で 、

間 伐
材 を

燃 料
等 と

し て
利 用

す る
事 業

者 と
未 利

用 の
間 伐

材 の
供 給

に 関
す る

協 定
を 締

結 し
た も

の

略

略

（ 森 林 整 備 課 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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指定年月日
施 術 者 施 術 所

氏 名 住 所 名 称 所 在 地

令 和 ２
（2020）年
１月８日

山口　静子 河内郡上三川町多功856-
11

まごころ治療院小
山店

小山市駅南町５-10-12
パストラル小山101

令 和 ２
（2020）年
１月15日

鈴木　みどり 下都賀郡壬生町緑町１-
７-８

訪問医療マッサー
ジKEiROW下野
ステーション

下野市石橋462-２ソファ
レＡ101

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第85号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第55条において準
用する生活保護法第50条の２の規定により施術所の所在地を次のとおり変更した旨の届出があったので、同法
第55条の３の規定により告示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

変更年月日
施 術 者 施 術 所

氏 名 住 所 名 称 所 在 地

令 和 ２
（2020）年
１月24日

岩井田　勇 - 岩井田治療院 足利市福富町1831-１
（足利市福富町2187-３）

（注）表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第86号
　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第50条の２の規定により指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の
３の規定により告示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
病院、診療所又は薬局

廃 止 年 月 日 名 称 所 在 地

令和元（2019）年12月31日 三田歯科医院 那須郡那須町寺子丙１-116

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第87号
　次の指定施術機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第55条において準用する生活保護法第50条の２の規定により指定施術機関の事業を廃止した旨の届出
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があったので、同法第55条の３の規定により告示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

廃止年月日
施 術 者 施 術 所

氏 名 住 所 名 称 所 在 地

令 和 元
（2019）年
12月23日

坂本　大樹 - たかぬま整骨院 鹿沼市西茂呂３-１-17

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第88号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の９第１項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を
したので、同法第19条の19の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

医療法人北村クリニッ
ク

小山市城東５-１-17 医療法人北村クリニック 令和２（2020）年
１月15日

２　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

そらいろ調剤薬局栃木
駅前店

栃木市境町21-27 株式会社アポニーズ 令和元（2019）年
12月１日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第89号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の14の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関から次のとお
り変更の届出があったので、同法第19条の19の規定により公示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変 更 年 月 日

もりや眼科 小山市駅東通り１-15-12
（小山市中央町３-３-10ロ
ブレ632ビル１階B-110）

医療法人社団ひつじ会 令和元（2019）年
12月20日

※表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第90号
　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第14条第１項に規定する指定医療機関の指
定をしたので、同法第24条の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
薬局
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名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

そらいろ調剤薬局栃木
駅前店

栃木市境町21-27 株式会社アポニーズ 令和元（2019）年
12月１日

（健康増進課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第91号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規
定する指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0910500354 ヘルパーステー
ションるりの里

鹿沼市麻苧町
1559-１

株式会社パワー
ライフサポート

宇都宮市南高
砂町11-21

令 和 ２
（2020）年
２月１日

居宅介護
重度訪問介
護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第92号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日 自 立 支 援
医療の種類

ウエルシア薬局　小
山神鳥谷店

小山市神鳥谷５-17-
23

ウエルシア薬局株式会社
代表取締役　水野　秀晴

令和２（2020）年
２月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第93号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名  指定年月日 自 立 支 援
医療の種類

ウエルシア薬局　小
山神鳥谷店

小山市神鳥谷５-17-
23

ウエルシア薬局株式会社
代表取締役　水野　秀晴

令和２（2020）年
２月１日

育成医療及び
更生医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第94号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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名 称 所 在 地 開 設 者 名 変更年月日 自 立 支 援
医療の種類

訪問看護ステーショ
ンきずな

足利市福居町1006-
１（足利市島田町
822）

株式会社ＳＣ
代表取締役　佐藤　智子

平成30（2018）年
４月３日

精神通院医療

※表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第95号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規
定により指定障害福祉サービス事業者から指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第51
条の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0910200419 ピジョン真中株
式会社訪問介護
足利事業所

足利市田中町
951-２

ピジョン真中株
式会社

栃木市箱森町
50-15

令 和 元
（2019）年
12月31日

居宅介護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第96号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定によ
り次の指定自立支援医療機関がその指定を辞退したので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定辞退年月日 自 立 支 援
医療の種類

なでしこ薬局 大田原市中田原字明
ノ後1141-４

株式会社エフアンドエフ
代表取締役　藤川　欣洋

令和元（2019）年
12月31日

育成医療及び
更生医療

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第97号
　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を認証したの
で、同条第４項の規定により公告する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

調査を行った
者 の 名 称 調 査 区 域 成 果 の 名 称 認証年月日

日光市 日光市中三依の一部 日光市中三依の一部（中三依Ⅲ地区）の
地籍図及び地籍簿

令和２（2020）年
１月29日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第98号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定により、次の地域の換地計画を定めたので、
同条第４項において準用する同法第87条第５項の規定により公告する。
　なお、同法第89条の２第４項において準用する同法第87条第５項の規定により、換地計画書の写しを所轄農
業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定については、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に同法第89条の２第４項にお
いて準用する同法第87条第６項の審査請求をすることができる。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 地 域 名 縦 覧 期 間 審 査 請 求 期 限 所轄農業振興事務所

県営打越新田地区土地
改良（区画整理）事業

打越新田地区 令和２（2020）年
２月25日から同年
３月24日まで

令和２（2020）年
４月８日

芳賀農業振興事務所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第99号
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第39条第１項の規定により、六美町北部土地区画整理組合の事業
計画の変更を認可したので、同条第４項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　組合の名称　六美町北部土地区画整理組合
２　事業施行期間　平成31（2019）年３月５日から令和11（2029）年３月31日まで
３　施行地区　下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美、大字安塚字拓生の各一部
４　事務所の所在地　栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁203-16
５　設立認可の年月日　平成31（2019）年３月５日
６　変更の内容　設計の概要及び資金計画書の変更
７　変更認可の年月日　令和２（2020）年２月14日

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省関東
地方整備局利根川上流河川事務所長から公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用す
る同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（基準点測量）

２　作業地域
栃木市、野木町

３　作業期間
令和２（2020）年２月３日から同年３月25日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
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　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字多功字ニノ谷2282番５、
2282番８、2282番９、2282番10、2282番11、
2282番12、2282番13、2282番15

河内郡上三川町しらさぎ１丁目47番
地４シャインヒルコート弐番館101
号室

山 　 口 　 早 可 伊
山 口 美 香

河内郡上三川町大字石田字作内1727番３、
1727番７

河内郡上三川町大字石田1727番地３ 稲 見 　 満

芳賀郡芳賀町大字西高橋156番２ 宇都宮市西川田町 724 番 地１
ARKWESTⅠ101

水 尾 太 朗
水 　 尾 　 明 日 香

下野市川中子字原４番８ 下野市石橋269番地３クレセント
Ａ-101

石 川 千 明
石 川 敦 郎

下野市三王山字上三王681番４ 小山市大字乙女714番地208 大 室 達 彦

下野市柴字丸野下253番１、253番２ 下野市柴253番地２ 小 川 　 晃

下野市下古山字国塚3154番３、3155番３ 下野市下古山3154番地 石 嶋 玲 子
石 嶋 啓 夫

下都賀郡壬生町大字福和田字本山1385番17 下都賀郡壬生町大字安塚1975番地１
グリーンフローラルＡ102

鈴 木 崇 之

下都賀郡壬生町大字羽生田字本学谷530番
２、530番８、530番10

下都賀郡壬生町大字羽生田530番地
２

木 野 内 　 正 　 道

下都賀郡野木町大字若林字長野63番２、63番
３

下都賀郡野木町大字若林63番地３ 前 川 益 德

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　業務件名　栃木県議会本会議音声データ反訳及び会議録原稿作成業務
⑵　業務内容　栃木県議会本会議の議事に係る音声データを反訳し、会議録原稿を作成する。
⑶　履行期間　令和２（2020）年４月１日から令和３（2021）年３月31日まで
⑷　履行（納入）場所　栃木県議会事務局議事課
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、入札参加資格を有するものと決定さ
れた者であること。
⑶　令和２（2020）年３月25日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22（2010）
年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
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⑷　プライバシーマークを取得している者であること。
⑸　社内に品質保持体制を整え、各工程に責任者等を適切に配置していること。又はＩＳＯ９００１（品質
保持マネジメント）を取得している者であること。
⑹　都道府県議会又は市町村議会における本会議会議録反訳業務を継続して３年以上受託している者である
こと。なお、随意契約により受託している場合は、同一自治体から継続して３年以上受託している場合に
限るものとする。
⑺　次の体制が確保できる者であること。
①　都道府県議会又は市町村議会における本会議会議録反訳業務の実務経験が５年以上の常勤社員が５名
以上いること。
②　反訳を行う者は、都道府県議会又は市町村議会における本会議会議録反訳業務の実務経験が５年以上
の常勤社員とすること。
③　校正に当たる者は、公益社団法人日本速記協会が認定した速記技能検定１級合格者で、都道府県議会
又は市町村議会における本会議会議録反訳業務の実務経験が15年以上の常勤社員とすること。
④　業務責任者は、公益社団法人日本速記協会が認定した速記技能検定１級合格者とすること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号　栃木県議会事務局議事課　電話028-623-3762

⑵　入札及び開札の日時及び場所
令和２（2020）年３月25日午前11時　栃木県議会議事堂４階第５委員会室

⑶　その他
　入札説明書は、令和２（2020）年２月21日から同年３月６日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除
く。）の午前９時から午後５時まで⑴の場所において交付する。なお、郵送を希望する場合は、140円切手
を貼付した返信用封筒を令和２（2020）年３月２日までに⑴に到着するよう送付すること。

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　入札の無効
　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した
入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に
係る入札書は、無効とする。
⑶　落札者の決定方法
　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
⑷　その他
ア　入札の変更等　令和２（2020）年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この
入札の変更等を行うことがある。
イ　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める届を令和２（2020）
年３月９日までに提出し、当該業務に係る入札参加資格の確認を受けなければならない。
ウ　その他　詳細は、入札説明書による。

　───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　業務件名　委員会等音声データ反訳業務
⑵　業務内容　栃木県議会における委員会、協議会、検討会及びその他の会議の審議を録音した音声データ
を反訳し、会議記録を作成する。
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⑶　履行期間　令和２（2020）年４月１日から令和３（2021）年３月31日まで
⑷　履行（納入）場所　栃木県議会事務局議事課
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、入札参加資格を有するものと決定さ
れた者であること。
⑶　令和２（2020）年３月25日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22（2010）
年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　都道府県議会又は市町村議会における本会議又は委員会の会議記録反訳業務を継続して３年以上受託し
ている者であること。なお、随意契約により受託している場合は、同一自治体から継続して３年以上受託
している場合に限るものとする。
⑸　公益社団法人日本速記協会が認定した速記技能検定１級合格者１名以上が、本業務の責任者として従事
できる体制が確保されていること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号　栃木県議会事務局議事課　電話028-623-3762

⑵　入札及び開札の日時及び場所
令和２（2020）年３月25日午前10時30分　栃木県議会議事堂４階第５委員会室

⑶　その他
　入札説明書は、令和２（2020）年２月21日から同年３月６日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除
く。）の午前９時から午後５時まで⑴の場所において交付する。なお、郵送を希望する場合は、140円切手
を貼付した返信用封筒を令和２（2020）年３月２日までに⑴に到着するよう送付すること。

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　入札の無効
　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した
入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に
係る入札書は、無効とする。
⑶　落札者の決定方法
　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
⑷　その他
ア　入札の変更等　令和２（2020）年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この
入札の変更等を行うことがある。
イ　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める届を令和２（2020）
年３月９日までに提出し、当該業務に係る入札参加資格の確認を受けなければならない。
ウ　その他　詳細は、入札説明書による。

（議会事務局議事課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
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の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①栃木県警察本部庁舎で使用する電力　予定使用電力量　4,305,957kWh　②栃木県警察本部警務部会計
課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③購入等　④令和２（2020）年１月27日　⑤株式会社ホープ　福岡県福
岡市中央区薬院１-14-５ＭＧ薬院ビル　⑥72,803,846円　⑦一般競争入札　⑧令和元（2019）年11月26日　
⑪最低価格
２　①栃木県警察本部庁舎で使用するガス　予定使用ガス量　485,760㎥　②栃木県警察本部警務部会計課　
栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③購入等　④令和２（2020）年１月28日　⑤東京電力エナジーパートナー株
式会社　東京都千代田区内幸町１-１-３　⑥33,848,720円　⑦一般競争入札　⑧令和元（2019）年11月26
日　⑪最低価格
３　①栃木県警察県南機動センター外25施設で使用する電力　予定使用電力量　7,320,345kWh　②栃木県警
察本部警務部会計課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③購入等　④令和２（2020）年１月27日　⑤株式会
社ホープ　福岡県福岡市中央区薬院１-14-５ＭＧ薬院ビル　⑥125,188,352円　⑦一般競争入札　⑧令和元
（2019）年11月26日　⑪最低価格
４　①栃木県警察交番・駐在所等243施設で使用する電力　予定使用電力量　1,318,990kWh　②栃木県警察
本部警務部会計課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③購入等　④令和２（2020）年１月27日　⑤株式会社エ
ネット　東京都港区芝公園２-６-３　⑥31,651,713円　⑦一般競争入札　⑧令和元（2019）年11月26日　
⑪最低価格
５　①栃木県立宇都宮高等学校外73校で使用する電気　予定使用電力量　20,756,800kWh　②栃木県教育委
員会事務局施設課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③購入等　④令和２（2020）年１月31日　⑤東京電力エ
ナジーパートナー株式会社　東京都千代田区内幸町１-１-３　⑥379,580,580円　⑦一般競争入札　⑧令和
元（2019）年12月20日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県鬼怒水道事務所長　　伊　　藤　　和　　弘　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県鬼怒水道事務所及び板戸取水場で使用する電力　予定使用電力量　3,669,000kWh　②栃木県鬼怒水
道事務所　栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺1900　③購入等　④令和２（2020）年１月31日　⑤東京電力エ
ナジーパートナー株式会社　東京都千代田区内幸町１-１-３　⑥59,892,789円　⑦一般競争入札　⑧令和元
（2019）年12月20日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年２月21日

栃木県下水道管理事務所長　　菊　　池　　　　　浩　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

①栃木県下水道資源化工場で使用する重油（JIS K 2205　１種１号）第11回目　購入見込数量154kℓ　②栃木
県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和２（2020）年１月23日　⑤カメ
イ株式会社宇都宮支店　栃木県宇都宮市泉が丘５-７-14　⑥72.49円（１リットル単価）　⑦一般競争入札　
⑧平成31（2019）年１月15日　⑪最低価格

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────


